
【保育料・諸経費について】 

 

入園金 

入園時に全員が納入 

30,000円 

 

保育料・補助金  

東久留米市の場合 ※お住いの区・市によって無償化対象額、給付方法が異なります。 

①  

教育費合計 

保育料+ 

教材費+ 

施設維持費 

②  

国補助金 

 

③  

都補助金 

1,800円 

 

④  

市補助金 

3,300円 

 

 

保育料の内訳 

①②金額の差額 5,300円が毎月 

引き落としになります。 

③④は後日お支払いされます。 

注）バス代・給食費・預かり保育は 

利用者のみ掛かります。 

 

31,000円 

 

25,700円 

 

償還払い 

 

償還払い 

・償還払いとは一度納め、都・市の定めにより後日差額がご家庭に支払われる方式です。 

・都補助金には世帯収入により上乗せがあります。詳しくはお住い区・市にご確認ください。 

 

【その他の補助金】 

 預かり保育 保育の必要性が認定された方が対象（新 2号こども） 

       1日上限 450円×利用日数（月上限補助額 11,300円）←償還払い 

 給食食材費 所得制限の方と全ての世帯の第 3子以降（条件あり）のお子さまには 

       一部又は全部が補助されます。←償還払い 

 対象となる経費と月上限 副食費（おかず代）4,500円 主食代（米飯パン等）1,190円 

 

【その他の費用】  

バス維持費/月 4,600円 利用者のみ 兄弟姉妹割引きあり 

給食 /1食 400円 利用者のみ 条件付き無償化対象 

制服・制帽/年少 約 8,400円 入園時に購入 

カバン類 約 4,700円 入園時に購入 

年中進級時の制服 約 26,700円 進級時に購入 

体操着上下 約 4,300円 進級時に購入 

注）上記は令和 4年度の実績です。令和 5年度は価格改定がある場合があります。 

その他、行事により費用を徴収する場合があります。 


